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外国投資家から投資を受ける際の留意事項
～対内直接投資審査制度について～

外国為替及び外国貿易法（外為法）では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技

術などが流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本の企業に対して一

定の投資を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。

外国投資家に対する制度ですが、外国投資家に違反がある場合、出資等を受け入れている事

業者側にも影響（例えば、外国投資家から出資された資金の引上げ等）が及ぶ可能性もございま

すので、外国投資家から投資を受ける際にはご留意ください。


